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(57)【要約】
【課題】複数のタワー階の複数のネジ手段の効率的な検
査を可能とする風力発電装置および風力発電装置タワー
を提供すること。
【解決手段】複数のタワーセグメントを備えるタワー(1
02)を有する風力発電装置が提供される。いくつかのタ
ワーセグメントは、複数のタワーセグメント部品(10a)
から構成される。複数のタワーセグメント部品(10a)は
、複数のネジ結合によって互いに結合することができる
。風力発電装置は、さらに、タワーの長手方向に沿って
延在する少なくとも一つの案内ケーブル(4)を有する。
風力発電装置は、案内用の案内ケーブルに固定可能であ
り、走行ケーブル(3)によって昇降可能である、作業用
台枠(1)を備える。このようにして、隣接する前記複数
のタワーセグメント部品(10a)とのネジ結合を検査する
ことができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のタワーセグメントを備え、前記複数のタワーセグメントのうち少なくとも一つの
タワーセグメントは複数のタワーセグメント部品(10a)から構成され、前記複数のタワー
セグメント部品(10a)はネジ結合により互いに結合することができる、タワー(102)と、
　少なくとも部分的に前記タワーの長手方向に沿って延在する少なくとも一つの案内ケー
ブル(4)と、
　隣接する前記複数のタワーセグメント部品(10a)との前記ネジ結合を検査するため、案
内用の前記案内ケーブル(4)に固定可能であり、走行ケーブル(3)によって昇降可能である
、作業用台枠(1)と、
　を有する、ことを特徴とする風力発電装置。
【請求項２】
　前記作業用台枠(1)は、前記走行ケーブル(3)に固定される釣り合い錘(5)を備える、こ
とを特徴とする請求項１に記載の風力発電装置。
【請求項３】
　前記作業用台枠(1)は、電圧ケーブル(6)を通じて給電される、ことを特徴とする請求項
１又は２に記載の風力発電装置。
【請求項４】
　前記タワーセグメント部品(10a)は、前記タワーの長軸方向に延在する複数の当接面を
備える、ことを特徴とする請求項１、２又は３に記載の風力発電装置。
【請求項５】
　少なくとも一つの案内ケーブル(4)は、前記複数のタワーセグメント部品の複数のネジ
結合の領域で延在する、ことを特徴とする請求項１～４のいずれか一に記載の風力発電装
置。
【請求項６】
　少なくとも一つのタワーセグメントは複数のタワーセグメント部品(10a)から構成され
、前記複数のタワーセグメント部品(10a)はネジ結合により互いに結合することができる
、複数のタワーセグメントと、
　少なくとも部分的に前記タワーの長手方向に沿って延在する少なくとも一つの案内ケー
ブル(4)と、
　隣接する前記複数のタワーセグメント部品(10a)との前記ネジ結合を検査するため、案
内用の前記案内ケーブル(4)に固定可能であり、走行ケーブル(3)によって昇降可能である
、作業用台枠(1)と、
　を有する、ことを特徴とする風力発電装置のタワー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、風力発電装置および風力発電装置タワーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　風力発電装置のタワーは、典型的には、様々なセグメントから構成される。複数のセグ
メントは、互いにネジ結合することができる。複数のセグメントは、複数の引張ケーブル
によって、互いに引張り合うこともできる。
【０００３】
　DE 10 2010 005 991 A1は、複数のセグメントないしタワー階から構成される風力発電
装置のタワーを開示している。複数のタワーセグメント又はタワー階は、複数の部品から
構成することができる。これらの部品は、複数のタワー階内の複数の凹部内に、複数の接
続体を複数の当接面に備えることができる。これら複数の接続体は、タワー階の二つの部
品を接続するために用いられる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】DE 10 2010 005 991 A1
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　複数のタワーセグメントないしタワー階において、複数のネジ手段は、保守要員によっ
て検査される必要がある。特に300時間運転メンテナンスで、ネジ手段の検査が実行され
ることがありうる。
【０００６】
　しかしながら、ネジ手段の検査には、大変な時間がかかる。タワー内又はタワー上でネ
ジ結合を検査するときは、風力発電装置のタワーが高さ100m以上あることもあるという事
実を考慮することが必要である。風力発電装置のタワーがそのような場合、検査すべき複
数のネジ結合は互いに離れた位置にあるため、保守要員による検査は大変に複雑で費用が
かかるものとなるだろう。複数のネジ結合のメンテナンスのためには、例えば複数の登り
梯子をタワー内壁に沿って備えることができる。また複数の作業用台枠（Arbeitsbuhne, 
working platform cage）を、タワー内壁に備えることができる。
【０００７】
　本発明の目的は、複数のタワー階の複数のネジ手段の効率的な検査を可能とする風力発
電装置および風力発電装置タワーを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的は、請求項１による風力発電装置、および請求項６による風力発電装置タワー
によって達成される。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　かくして複数のタワーセグメントを備えるタワーを有する風力発電装置が提供される。
いくつかのタワーセグメントは、複数のタワーセグメント部品から構成される。複数のタ
ワーセグメント部品は、複数のネジ結合によって互いに結合される。風力発電装置は、さ
らに、少なくとも部分的にタワーの長手方向に沿って延在する少なくとも一つの案内ケー
ブルを有する。風力発電装置は、案内用の案内ケーブルに固定可能であり、走行ケーブル
によって昇降可能である、作業用台枠を備える。このようにして、隣接する前記複数のタ
ワーセグメント部品とのネジ結合を検査することができる。
【００１０】
　本発明の一視点において、前記作業用台枠は、前記走行ケーブルに固定される釣り合い
錘を備える。
【００１１】
　本発明の他視点において、前記作業用台枠は、電圧（電気）ケーブルを通じて給電され
る。
【００１２】
　本発明の一視点において、少なくとも一つの案内ケーブルは、前記複数のタワーセグメ
ント部品の複数のネジ結合の領域で延在する。
【００１３】
　また本発明は、複数のタワーセグメントを備える風力発電装置のタワーにも関する。少
なくとも一つのタワーセグメントは、複数のタワーセグメント部品から構成される。複数
のタワーセグメント部品は、ネジ結合により互いに結合することができる。さらにタワー
は、少なくとも部分的に前記タワーの長手方向に沿って延在する少なくとも一つの案内ケ
ーブルを有する。さらにタワーは、隣接する前記複数のタワーセグメント部品との前記ネ
ジ結合を検査するため、案内用の前記案内ケーブルに固定可能であり、走行ケーブルによ
って昇降可能である、作業用台枠を有する。
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【００１４】
　本発明によれば、風力発電装置のタワーは、長軸方向に分割された少なくとも一つのタ
ワーセグメントを有する。すなわち、タワーセグメントは、互いに結合されてタワーセグ
メントを形成する複数のタワーセグメント部分又は部品を備える。
【００１５】
　本発明の他の実施形態は、従属項の主題である。
【００１６】
　本発明の効果および複数の例示的な実施例を、図面を参照しながら、以下詳細に説明す
る
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明による一風力発電装置の模式図である。
【図２】実施例１に係る風力発電装置のタワー断面模式図である。
【図３】実施例１に係る作業用台枠の模式図である。
【図４】実施例２に係る風力発電装置のタワーの部品の模式図である。
【実施例１】
【００１８】
　図１は本発明による風力発電装置の模式図である。風力発電装置100は、タワー102およ
びナセル104を有する。ナセル104には、三枚のロータブレード108を備えるロータ106と、
ロータハブ110が設けられる。運転時、ロータ106は、風によって回転され、これによって
、ロータ106又はナセル104内の発電機のロータ部材が回転される。複数のロータブレード
108のピッチ角度は、各ロータブレード108のロータブレード根元に設けられたピッチモー
タによって変更することができる。
【００１９】
　図２は、実施例１に係る風力発電装置のタワー断面模式図である。風力発電装置のタワ
ー102はタワー壁10を有する。風力発電装置のタワー102は、複数のタワーセグメント又は
タワー階を有する。これらのタワーセグメントは、あるタワーセグメントが他のタワーセ
グメント上に積層されることによって、風力発電装置のタワー102を形成している。特に
下層では、タワーセグメントは、複数のタワーセグメント部品10aから構成することがで
きる。複数のタワーセグメント部品10aは、それらの複数の当接面11で互いに結合される
。複数の当接面11は、複数のボルトネジ11aを有することができる。複数の当接面11は、
タワー102の長軸方向に延在している。隣接する複数のタワーセグメント部品10aの複数の
ボルトネジ11aは、複数のネジ結合によって互いに結合される。これらのネジ結合は、風
力発電装置が稼働開始した後、例えば300時間のメンテナンス処理の一つとして、検査す
る必要がある。
【００２０】
　あるいは、風力発電装置のタワー102は、保守要員が例えばメンテナンス目的でナセル1
04に入るために使用される、人員用リフト又は登り補助手段13を有していてもよい。しか
しながら、人員用リフト又は登り補助手段13を用いて、複数の当接箇所11で、複数のボル
トネジ11aの複数のネジ結合を検査することはできない。
【００２１】
　タワー102の内壁において、風力発電装置のタワー102は、保守要員が風力発電装置のナ
セル104内に、又は複数の中間部分に、又は風力発電装置のタワー102の複数の中間作業用
台枠に入るために使用される、固定された登り梯子12を有する。固定梯子12を用いて、保
守要員が、複数のボルトネジ11aの全てのネジ結合を検査することはできない。
【００２２】
　複数のボルトネジ11aのネジ結合は、複数のネジ用箱体（ケース）11aの形態にすること
もできる。複数の案内ケーブル4を、複数のネジ用箱体11a又はボルトネジ11aの領域に設
けることができる。複数の案内ケーブル4は、図３に示す登り補助手段又は作業用台枠1の
案内をする。複数の案内ケーブル4は、風力発電装置のタワー102の底部から又は中間作業
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用台枠1から、タワー頭部102a又は複数の高層タワーセグメントの一つに固定された中間
作業用台枠1まで延在することができる。代替的又は追加的に、複数の案内ケーブル4の上
端を、タワー壁に直接固定することもできる。あるいは複数の案内ケーブル4は、風力発
電装置のタワー建設後に収容しておいてもよく、300時間メンテナンス実行後もタワー内
にあってもよい。
【００２３】
　図３は、実施例１に係る風力発電装置のタワー内の作業用台枠の模式図である。作業用
台枠1はモータ2を有し、モータ2によって駆動されて走行ケーブル3に沿って昇降可能であ
る。釣り合い錘5を、走行ケーブル3に固定することができる。作業用台枠1には、電圧（
電気）ケーブル6を通じて給電することができる。
【００２４】
　組立作業員又は保守要員は、作業用台枠1又は登り補助手段を利用することにより、各
ネジ結合に到達して、それらを検査することができる。
【００２５】
　かくして、固定された登り梯子をボルトネジ11a又はネジ用箱体11aがある全ての箇所に
固定しておかなくても、これらのボルトネジ11a又はネジ用箱体11aを検査することができ
る。むしろ、複数の関連箇所に対応して、少なくとも一つの案内ケーブル4を設ければ十
分である。作業用台枠1は、複数の他の箇所のネジ用箱体11a又はボルトネジ11aの検査に
用いることができる。
【実施例２】
【００２６】
　図４は、実施例２に係る風力発電装置のタワーの部品の模式図である。実施例２の風力
発電装置は、実施例１の風力発電装置を基本とする。図４は、特にタワー102内に固定さ
れた横行部材40を示す。この場合、複数の案内ケーブル4は、横行部材40に固定すること
ができる。例えば複数の案内ケーブル4および／または複数の走行ケーブル3は、横行部材
40の外側端部に固定することができる。
【００２７】
　図４中の構造は、人員用ケージホルダを固定する固定ユニット43と、人員用ケージホル
ダを横行部材に固定する固定ユニット44を有する。また図４は、出口用作業用プラットホ
ーム42と、タワー頭部102a内のリフト出口41と、リフト通路45を示す。
【００２８】
　本発明によれば、少なくとも一つの案内ケーブル4が、作業用台枠1を案内するために必
要である。しかしながら、あるいは一つ以上の案内ケーブル4を使用してもよい。
【００２９】
　あるいは、案内ケーブル4および／または走行ケーブル3は、保守要員が関連する複数の
ネジ結合、特に複数のタワーセグメント部品10aの当接箇所にある複数のネジ結合に係る
全てのボルトネジ11aを検査できるよう、風力発電装置のタワー102内又はそれに固定する
ことができる。典型的には、複数の下層タワーセグメントだけが、複数のタワーセグメン
ト部品を有し、複数の案内ケーブル4および／または走行ケーブル3は、タワー頭部102aま
で延在していなくてもよい。あるいは複数の走行および／または案内ケーブル3,4が、複
数のタワーセグメントから構成されるタワーセグメント上に配置された、これらのタワー
セグメントに固定されていてもよい。
【符号の説明】
【００３０】
1　作業用台枠
2　モータ
3　走行（昇降）ケーブル
4　案内ケーブル
5　釣り合い錘
6　電圧（電気）ケーブル
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10　タワー壁
10a　タワーセグメント部品
11　当接面、当接箇所
11a　ボルトネジ、ネジ用箱体（ケース）
12　登り梯子、固定梯子
13　人員用リフト、登り補助手段
40　横行部材
41　リフト出口
42　出口用作業用プラットホーム
43　固定ユニット
44　固定ユニット
45　リフト通路
100　風力発電装置
102　タワー
102a　タワー頭部
104　ナセル
106　ロータ
108　ロータブレード
110　ロータハブ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成27年5月11日(2015.5.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　複数のタワーセグメントを備え、前記複数のタワーセグメントのうち少なくとも一つの
タワーセグメントは複数のタワーセグメント部品(10a)から構成され、前記複数のタワー
セグメント部品(10a)はネジ結合により互いに結合することができる、タワー(102)と、
　少なくとも部分的に前記タワーの長手方向に沿って前記タワー(102)内で延在する少な
くとも一つの案内ケーブル(4)と、
　隣接する前記複数のタワーセグメント部品(10a)との前記ネジ結合を検査するため、案
内用の前記案内ケーブル(4)に固定可能であり、走行ケーブル(3)によって前記タワー内(1
02)で昇降可能である、作業用台枠(1)と、
　を有する、ことを特徴とする風力発電装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項６】
　少なくとも一つのタワーセグメントは複数のタワーセグメント部品(10a)から構成され
、前記複数のタワーセグメント部品(10a)はネジ結合により互いに結合することができる
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、複数のタワーセグメントと、
　少なくとも部分的に前記タワーの長手方向に沿って前記タワー内(102)で延在する少な
くとも一つの案内ケーブル(4)と、 
　隣接する前記複数のタワーセグメント部品(10a)との前記ネジ結合を検査するため、案
内用の前記案内ケーブル(4)に固定可能であり、走行ケーブル(3)によって前記タワー内(1
02)で昇降可能である、作業用台枠(1)と、
　を有する、ことを特徴とする風力発電装置のタワー。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
（第１の視点）
　複数のタワーセグメントを備えるタワーを有する風力発電装置が提供される。いくつか
のタワーセグメントは、複数のタワーセグメント部品から構成される。複数のタワーセグ
メント部品は、複数のネジ結合によって互いに結合することができる。風力発電装置は、
さらに、タワーの長手方向に沿って前記タワー内で延在する少なくとも一つの案内ケーブ
ルを有する。風力発電装置は、案内用の案内ケーブルに固定可能であり、走行ケーブルに
よって前記タワー内で昇降可能である、作業用台枠を備える。このようにして、隣接する
前記複数のタワーセグメント部品とのネジ結合を検査することができる。
（第２の視点）
　また本発明は、複数のタワーセグメントを備える風力発電装置のタワーにも関する。少
なくとも一つのタワーセグメントは、複数のタワーセグメント部品から構成される。複数
のタワーセグメント部品は、ネジ結合により互いに結合することができる。さらにタワー
は、少なくとも部分的に前記タワーの長手方向に沿って前記タワー内で延在する少なくと
も一つの案内ケーブルを有する。さらにタワーは、隣接する前記複数のタワーセグメント
部品との前記ネジ結合を検査するため、案内用の前記案内ケーブルに固定可能であり、走
行ケーブルによって前記タワー内で昇降可能である、作業用台枠を有する。
　なお、特許請求の範囲に付記した図面参照符号は専ら理解を助けるためのものであり、
図示の態様に限定することを意図するものではない。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明において、以下の形態が可能である。
（形態１）第１の視点のとおり。
（形態２）本発明の一視点において、前記作業用台枠は、前記走行ケーブルに固定される
釣り合い錘を備える、ことが好ましい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
（形態３）本発明の他視点において、前記作業用台枠は、電圧（電気）ケーブルを通じて
給電される、ことが好ましい。
【手続補正６】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
（形態４）前記タワーセグメント部品は、前記タワーの長軸方向に延在する複数の当接面
を備える、ことが好ましい。
（形態５）本発明の一視点において、少なくとも一つの案内ケーブルは、前記複数のタワ
ーセグメント部品の複数のネジ結合の領域で延在する、ことが好ましい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
（形態６）また本発明は、複数のタワーセグメントを備える風力発電装置のタワーにも関
する。少なくとも一つのタワーセグメントは、複数のタワーセグメント部品から構成され
る。複数のタワーセグメント部品は、ネジ結合により互いに結合することができる。さら
にタワーは、少なくとも部分的に前記タワーの長手方向に沿って前記タワー内で延在する
少なくとも一つの案内ケーブルを有する。さらにタワーは、隣接する前記複数のタワーセ
グメント部品との前記ネジ結合を検査するため、案内用の前記案内ケーブルに固定可能で
あり、走行ケーブルによって前記タワー内で昇降可能である、作業用台枠を有する、こと
が好ましい。
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